＜2009年度基準で受審する場合＞

材料および材料関連分野「自己点検書作成の手引き」
１．はじめに

（１）自己点検書作成にあたっては、JABEEホームページ（http://www.jabee.org/）掲載の「自己点検書作成の手引き」をまず参考にして下さい。「自己点検書」の順序にしたがって記述すれば、自己点検書が完成する仕組みになっています。ただし、分野別要件については分野ごとに異なりますので、２章の材料および材料関連分野の補足説明も参考にして下さい。
（２）自己点検書は、審査・認定を受けようとする教育プログラムが、「日本技術者教育認定基準」を満たしていることを、自ら証明する重要な資料です。自己点検書を作成する際には、どのような方法で基準を満たしているのかの説明と、その説明のとおり実際に実施しているということの証明のいずれもが重要です。

（３）誰もが納得するような証明が自己点検書やその他の資料で示されていれば、当該教育プログラムは、当然基準を満たしていると見なされるという考え方です。実状を必要かつ十分に説明下さい。審査員が自己点検書に書かれた内容に疑問を抱き、独自の方法で別途調査するということはありません。　

（４）自己点検書作成上、認定基準を満たしていることを証明したい資料がありましたら、必要個所をコピーの上、「引用・裏付資料」として添付して下さい。また、添付することができず、実地審査の際提示する予定のものはその旨明記下さい。添付あるいは実地審査の際提示する「引用・裏付資料」については、資料Noを付し、資料リストを付けて下さい。

２．材料および材料関連分野の補足説明
2.1　基準１　学習・教育目標の設定と公開
(1) (A)(B)(C)・・・は、当該プログラムが掲げる学習・教育目標です。この目標には、「日本技術者教育認定基準」の「基準１（１）」の(a)～(h)に示した知識・能力等をすべて含み、学生が在学中に修得すべき具体的な能力を掲げます。(A)(B)(C)・・・が(a)～(h)とどのような関係にあるのかを表２に纏めて記述します。「地域社会に貢献する」というような教育機関の運営方針や「全人教育」のような抽象的な教育方針などは学習・教育目標としては相応しくないと言えます。すなわち、学生が修了時に目標に掲げた能力を修得したことを、教育機関が学生自身、保護者、社会等に対して保証できるものでなければなりません。保証するためには、それらの能力を修得できたかどうか、学生一人ひとりについて評価可能であることが必要です。それらの能力を修得出来たかどうかを評価する方法および評価基準を表３にあらかじめ明記しておくことが要求されています。また、掲げた目標は、質的に保証する学生の能力を意味しますので、授業要覧、学科案内など学生や保護者などが容易に目にすることができる公開された印刷物やメディア等のどれかに明示され、かつ学生および教員に十分その学習・教育目標が周知徹底されていなければなりません。

(2) 画一的な教育ではなく、学習・教育目標(A)(B)(C)・・・のいずれかに当該教育プログラムの特色が出されていることや、目標の設定に社会の要求や学生の要望が反映されていることが望ましいわけですが、基準１の（２）はこれらの点を考慮したものです。(a)(b)(c)・・・(h)をそのまま(A)(B)(C)・・・と設定することは「プログラムの伝統、資源および卒業生の活躍分野等を考慮し、また社会の要求や学生の要望にも配慮したものであること」という観点から避けるべきです。また、教育機関が学生や社会と約束するのは一つひとつの教育プログラムの学習・教育目標(A)(B)(C)・・・であって、認定基準１の（１）の(a)(b)(c)・・・(h)ではありません。 (A)(B)(C)・・・の具体例を示して欲しいという要望は多いのですが、JABEEとしては示さない方針です。具体例を示しますと、それが標準になって、多くの教育プログラムが画一的になり、特色がなくなってしまう恐れがあるからです。

(3) 表２を作成するにあたっては、日本技術者教育認定基準の分野別要件「材料および材料関連分野」を参照し、(d)の(1)(2)・・・については次のように記述下さい。

(d) (1) 材料の構造・性質に関する基本の理解

   (2) 材料のプロセスに関する基本の理解

   (3) 材料の機能および設計・利用に関する基本の理解

   (4) 実験の計画・実行およびデータ解析の能力

(4) 表２は(A)(B)(C)・・・と(a)～(h)との対応関係を纏めることを目的としていますが、表２で◎、○を付けるだけではなく、◎、○を付けた項目について、当該教育プログラムの学習・教育目標(A)(B)(C)・・・と基準１の(a)(b)・・・(h)とがどのように対応するのか、その対応関係についても具体的に説明することが必要です。

2.2 学習・教育の量

（１）学習・教育の量について記述する前に、参考付表１および参考付表２を作成下さい（参考付表１は表４とほぼ同じ構成ですが、単位数などを集計する形になっています）。これらの参考付表を用いなくても、他の何らかの方法で表５を完成させることができれば、必ずしも両参考付表を作成する必要はありませんが、必須科目相当のみで選択科目がほとんどない場合を除いて、一般には両参考付表の作成が必要になります。
（２）参考付表１は、縦に全科目名（必須科目、選択科目全て）を並べ、横にまず単位数、必須選択の別、標準の授業の時期（学年・学期またはセメスター）、講義・演習・実験・研究等の別、実時間で計算した合計時間数を記入します。次に、それぞれの科目の合計時間数が人文科学・社会科学・語学、数学・自然科学・情報技術、および専門技術に関する分野別要件(1)、(2)、(3)、(4)にどのように振り分けられるかを記入します。これらは、それぞれの科目のシラバスに記載されている授業内容と授業日程から計算される時間配分と一致するものでなければなりません。専門技術であるが、(1)、(2)、(3)、(4)のいずれにも該当しない技術がもしあれば、専門技術欄の「その他」に振り分けて下さい。同様に、それぞれの科目の合計時間数が、授業形態別（講義・演習・実験・その他の別）にどのように振り分けられるかを記入します。

例えば、「体育実技」のように、全く(A)、(B)、(C)・・・に該当しない科目であっても、履修単位数に関係する場合には、(A)、(B)、(C)・・・への振り分け時間数を０として参考付表１に記載下さい。また、通常の科目であっても、(A)、(B)、(C)・・・に振り分けた時間数の合計は、合計時間数に一致しない場合も当然あります。 (A)、(B)、(C)・・・に振り分けた時間数に極端なアンバランス（極端に時間数の少ない学習・教育目標）があれば、その理由の説明が求められることがあります。

最下段の欄には、全科目の中の必須科目のみを縦に合計した数値を入れます。選択科目については、参考付表２を作成する際に使用します。選択科目であっても指導により、プログラム履修者全員に履修を義務づけている科目については、必須科目に含めても、選択科目扱いのままでも自由です。最下段の数値を、表５の「必須あるいは選択の合計」欄の「必須」の該当するところに記入します。講義・演習・実験・その他の振り分けの時間数は、表５の下段の「合計―必須」欄に記入します。

（３）参考付表２は、参考付表１の選択科目を基に計算し作成することができます。学生一人ひとりについて、履修した選択科目に該当する数値のみを縦に合計することによって得られます。縦に当該教育プログラムを修了した（修了予定の）学生の名前が並びます。いずれの教育機関でも、成績証明書等を発行していますので、学生一人ひとりが履修した科目名のデータは準備されている筈です。それを用いて、参考付表１が作成されていれば、参考付表２を比較的容易に作成できるものと考えます。

（４）参考付表２最下段の最小値の欄には、各列毎の最小値を記入します。これらの最小値を表５の「選択」の該当するところに記入し、それぞれ「必須」と「選択」の合計値を求め、これらが学習・教育の量の基準を満たしていることを証明下さい。なお、表５の「講義・演習・実験・その他」の欄については、学習内容毎の詳細記入は不要です（参考付表１からは振り分けられません）。下段の「合計」欄（「必須」と「選択」およびその合計）のみ記入下さい。この「合計」欄から、例えばほとんどが講義であるような実態が見いだされた場合には、教育方法に問題があることが予想され、プログラム側にその説明が求められることがあります。

（５）専門技術(1)、(2)、(3)、(4)への振り分けの際には、参考付表３に示すカリキュラム構成要素を参考にして下さい。ただし、参考付表３に示すカリキュラム構成要素全てを履修することを要求するものではありません。また、表にない構成要素を追加することは自由です。参考付表３はあくまでも振り分けの参考までに示したものです。

（６）新カリと旧カリが共存している場合については、新カリと旧カリの教育内容の70、80％以上がほぼ同じであれば、次のように取り扱うことができます。

「旧カリと新カリの科目間に互換性がある場合には、参考付表１の作成の際に、両者の科目名を併記して、新カリ、旧カリいずれか一方の数値を記入することができる。参考付表２の学生別学習保証時間を作成する際には、新カリ、旧カリいずれを履修しても両者を同じ扱いとする。」

　　　　ただし、新カリでの新科目については、履修生が出るまではアウトカムズ評価が全くできないので、参考付表１に含めることはできません。

（７）参考付表２には、学生の氏名が入ります。審査員には守秘義務がありますが、氏名入りが問題になる場合には、学生名を消し氏名コードだけでも、また新たに一連番号を付けても、実地審査で履修学生との対応をとることができれば問題はありません。証明上あまり問題がなく、審査長の了解が得られれば、参考付表２は実地審査での提示に代えることもできます。

　　　　　　　JABEEホームページ(http://www.jabee.org/)の認定・審査／認定・審査に必要な書類等で詳細をご確認下さい。

2.3 教育方法

(1) 学習・教育目標の(A)、(B)、(C)・・・を達成するための履修科目の流れを表６に示し、それぞれ(A)、(B)、(C)・・・の教育の方法、表３に示した能力の評価方法、評価基準などを具体的に説明下さい。ここに示された履修科目については、それぞれのシラバスを引用・裏付資料として添付下さい。
(2) 表６で◎、○を付けた項目（参考付表１で(A)、(B)、(C)・・・への振り分け時間数の多い科目）について、それらの履修科目のどの部分が学習・教育目標の(A)、(B)、(C)・・・や基準１の(a)(b)・・・(h)に対応するのか具体的に説明下さい。その結果を用いて、基準１の(a)(b)・・・(h)がどのような科目の流れで達成できるのかについても纏めておくようにして下さい。

2.4 学習・教育目標の達成

(1) 基準１の(a)(b)(f)(g)のような能力（実際に証明を要するのは(A)(B)・・・の能力であるが）のアウトカムズ評価を如何に行うか、当該教育プログラム独自の方法を是非開発下さい。特に総合大学では、当該学部外の教員に教育が委ねられている科目も多く、かつ大教室で実施され、基準を満たすことの証明が難しい場合も少なくないかと思います。このような場合には、学科など教育プログラム側で、評価基準を定め、かつ２年次以降に履修させようとするしかるべき科目（例えば技術者倫理の教育を目的としたゼミナール等）で改めて基準１の(a)(b)のような科目の理解度を調べるテストや能力を調べるレポートを課すなどの工夫が考えられるかと思います。同様に、(f)(g)(h)のような能力を証明するために卒業研究を多目的に使う場合にも、研究成果のみならず研究発表やその質疑応答などに対して教育プログラム側で統一された評価基準を決めるなど、それぞれの証明に当該教育プログラム独自の工夫が必要と考えます。　

(2) エンジニアリングデザイン教育、認定審査の申請に必要な条件（（１）学習・教育目標の公開・周知について、（2）修了生の存在、（3）学習・教育目標の達成を証明する資料等について）などについては、JABEEホームページ（http://www.jabee.org/）に適宜更新されていきますので、参照して下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

























